
 

議案第４号 

 

茂原市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定について 

 

茂原市教育委員会公印規則の一部を改正する規則を次のように制定する。 

 

 

平成３１年３月２０日提出 

 

                       茂原市教育長  内 田 達 也   

 

 

茂原市教育委員会公印規則の一部を改正する規則 

 

茂原市教育委員会公印規則（昭和53年茂原市教育委員会規則第11号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第３条の見出し中「管守」を「管理」に改める。 

第８条を次のように改める。 

（印影の印刷） 

第８条 法令その他別に定めのあるものを除き、教育委員会が必要と認めたときは、同形

の印影又は縮小した印影の印刷をもって、公印の押印に代えることができる。この場

合において、公印印影印刷承認申請書（別記第６号様式）により、教育総務課長に申

請して承認を受けなければならない。 

２ 所管課長は、印影を印刷した文書が不用になったときは、速やかに焼却、裁断等適当

な方法により廃棄しなければならない。 

別表第１（４）幼稚園千葉県茂原市立中の島幼稚園（甲）の項、茂原市立中の島幼稚

園（乙）の項及び茂原市立中の島幼稚園長の項を削る。 

別表第２（４）幼稚園中 

「 
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                                」を削る。 

別記第５号様式の次に次の１様式を加える。 



 

第６号様式（第８条） 

 

 

 

 



 

附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由  中の島幼稚園の閉園に伴い、中の島幼稚園の公印を廃止しようとするも

のです。 


